
告 示

�愛媛県告示第１１２２号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２８年１０月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘菊川５１０の１・５１２の１・５１３の１・５２２の１

（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、４８８の１、４８８

の２、４９５、４９６、４９８から５０２まで、５０３の１、５０３の２、５０４から

５０９まで、５１２の２、５１４から５１６まで

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法及び立木の伐採の限度

変更しない。

� 植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２３号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２８年１０月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘和口１０２３・１０２９・１０４９の１・１０５０・１０５１・

１０８９・１０９７の１・１０９８・１０９９の２・１１２３の１・１１２４の１・１１２５・

１１３２・１１３３・御荘長洲７３８・７３９・７４０の２・７５４・８４４・８４６から８５

０まで（以上２４筆について次の図に示す部分に限る。）、御荘和

口１０４４、１０４５、１１０２、１１０３、１０９７の４、１０９９の１、１１００、１１０４、

１１０５、１１２３の２、１１２６、１１３０の１、１１３１の１、１１５２、１１５５、御荘

長洲６１７、６２０から６２３まで、６２４の２、６２５から６２７まで、６２８の２、

６２９から６３２まで、７１６の１、７１８、７２１の１、７２６の１、７２７から７３０

まで、７３１の２、７３３から７３７まで、７４１の２、７４２、７４３、７５３、７５５

から７６３まで、７６６から７６９まで、７９１、７９５の２、７９６、７９７の１、

７９８の１、８４０の２、８４１の３、８４２、８４３、８４５、８６１、８７０、８７１

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２４号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２８年１０月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和６１年６月４日農林水産省告示第８４７号（一に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１１２５号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２８年１０月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

平成２年６月１３日農林水産省告示第７６９号（三に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１２６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年１０月１１日

愛媛県中予保健所長 三 木 優 子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 日覺 昭廣

２ 工場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 東地区活性汚泥処理施設

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第３３号 リ 廃ガス
洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 処理ガス量 ２５立方メートル／分

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 ―

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 ―

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 １回／日

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４５分／回

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．５

最大 ７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

設 置 年 月 日 昭和５１年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、物理処理及び生物処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリ―ト製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦９０メートル 横１００メートル
高さ ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，４０１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ５．０～１１．０

通常 ６．０～８．５

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６６７

最大 ８４０

通常 １３５

最大 １６５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １３５

通常 ５５

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４５

最大 ６２０

通常 ３０

最大 １２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ５０

通常 ５

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，２３２

最大 ２，４０１

通常 ２，２３２

最大 ２，４０１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 ０．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０５未満

最大 ０．０５未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 １

愛 媛 県 報平成２８年１０月１１日 第２８１５号
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公 告

� 第２排水口

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定に

より、平成２８年度准看護師試験を次のとおり施行する。

平成２８年１０月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第２別館６階大会議室

２ 試験の日時

平成２９年２月１０日（金）１２時３０分

３ 試験願書の提出期間

平成２９年１月４日（水）から１１日（水）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０―８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

�愛媛県告示第１１２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年１０月１１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．２

最大 １５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．６

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８２

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９３，２７３

最大 １２８，１０５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．１

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８，４８０

最大 ２４，０６１

備考 この他に雨水排水口が６箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第２６号

平成２８年９月２８日
伊予郡松前町大字北黒田字美居７６６番１、７６７番１

伊予市米湊８３４番地２０

�亀岡
代表取締役 亀 岡 英 文

平成２８年１０月１１日 発行

愛 媛 県 報平成２８年１０月１１日 第２８１５号
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